第１号様式（第４条第１項）

老朽空家等除却確認書交付申請書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
（宛先）八千代市長
　　　　　　　　　　　　　　　　住所　

申 請 者　氏名　
(納税義務者)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　

老朽空家等除却確認書の交付を受けたいので，八千代市老朽空家等除却確認書交付事務取扱要領第４条の規定により，下記のとおり申請します。
また本申請の審査に必要があるときは，私の市税情報等を確認することについて同意します。なお私は現に不動産業を営む個人事業者ではない事を申し添えします。
	除却した老朽空家等の所在地
(住居表示実施地区は住居表示を併記)
	


	老朽空家等の建築年月日
	

	建物用途
	
	共有者等の有無
	有・無

	老朽空家等の除却年月日
	
	前年度確認書番号
	


［添付書類］
（１）除却した老朽空家等の建築年月日を確認できる書類
（２）除却した老朽空家等について，除却する前において居住の用に供されていなかった期間がおおむね１年以上であったことを確認できる書類
（３）除却日を確認できる書類
（４）老朽空家等跡地の現況写真
（５）共有者又は相続人がいる場合は，「老朽空家等除却確認申請における共有者等意思確認書」（第２号様式）
(６) その他市長が必要と認める書類
※前年度に老朽空家等除却確認書の交付を受けた者が同じ老朽空家等跡地に係る申請をする場合，申請内容に変更がなければ前年度の「確認書番号」を記載することで⑴から⑶の書類を省略することができます。
[bookmark: _GoBack]［注意事項］
・老朽空家等を除却した年度において住宅用地特例が適用されている土地が対象です。
・老朽空家等跡地を営利目的に使用している場合は，除却確認書の交付の対象外となります。
・虚偽その他不正の事実により除却確認書の交付を受けたと認められる場合又は老朽空家等跡地が適切に管理されないことにより，周辺住民の住環境に悪影響を与えたと認められる場合は除却確認書の交付を取り消し，併せて固定資産税等の減免決定も取り消されます。
・固定資産税等の減免の決定が取り消された場合は，固定資産税等の減免決定時に遡って課税額を納付していただく事になります。
(切り取らないでください)


老朽空家等除却確認書

上記の老朽空家等について除却を確認しました。
確認書番号：建　第　　号
年　月　日　　　　　　　　八千代市長　　　　　　　　　　　　　印
(有効期間：　　　　年　　月　　日から　　　　年　月　日まで)
(八千代市建築指導課)
